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食品安全委員会第612回会合議事録 

 

１．日時 平成28年６月28日（火） 14：00～14：05 

 

２．場所 大会議室 

 

３．議事 

（１）食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について 

・飼料添加物「バチルス サブチルスJA-ZK株」に係る食品健康影響評価について 

（２）その他 

 

４．出席者 

（委員） 

佐藤委員長、山添委員、熊谷委員、吉田委員、石井委員、村田委員 

（事務局） 

川島事務局長、東條事務局次長、松原総務課長、関野評価第一課長、 

鋤柄評価第二課長、岡田情報・勧告広報課長、池田評価情報分析官、 

筬島リスクコミュニケーション官、髙﨑評価調整官 

 

５．配付資料 

資料１   飼料添加物に係る食品健康影響評価に関する審議結果について＜バチ

ルス サブチルスJA-ZK株＞ 

 

６．議事内容 

○佐藤委員長 ただ今から第612回「食品安全委員会」会合を開催いたします。 

 本日は６名の委員が出席です。 

 それでは、お手元にございます「食品安全委員会（第612回会合）議事次第」に従いまし

て、本日の議事を進めたいと思います。 

 まず、資料の確認を事務局からお願いいたします。 

 

○松原総務課長 それでは、資料の確認をさせていただきます。本日の資料は１点でござ

います。 

 資料１「飼料添加物に係る食品健康影響評価に関する審議結果について」でございます。 

 不足の資料等ございませんでしょうか。 
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○佐藤委員長 続きまして、議事に入る前に「食品安全委員会における調査審議方法等に

ついて」に基づく事務局における確認の結果を報告してください。 

 

○松原総務課長 事務局において、平成27年７月１日の委員会資料１の確認書を確認しま

したところ、本日の議事について委員会決定に掲げる場合に該当する委員はいらっしゃい

ませんでした。 

 

○佐藤委員長 確認書の記載事項に変更はなく、ただ今の事務局の報告のとおりでよろし

ゅうございますか。 

 

（「はい」と声あり） 

 

○佐藤委員長 ありがとうございます。 

 

（１）食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について 

○佐藤委員長 それでは、議事に入ります。 

 「食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について」です。 

 飼料添加物１品目に関する食品健康影響評価でございます。本件は、専門調査会におけ

る審議、意見・情報の募集の手続が終了しております。 

 それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

○鋤柄評価第二課長 資料１をお願いいたします。飼料添加物「バチルス サブチルス

JA-ZK株」でございます。 

 ２ページをお願いいたします。審議の経緯でございますけれども、５月17日の本委員会

におきまして、肥料・飼料等専門調査会における審議結果を御審議いただき、６月16日ま

で国民からの意見・情報の募集を行ったものでございます。 

 次に４ページでございます。「４．使用目的及び使用状況等」でございます。バチルス 

サブチルスJA-ZK株は、飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進を目的として、豚

及び鶏の飼料に添加して使用されます。 

 飛びまして、11ページの下から食品健康影響評価がございます。体内動態に関する試験

におきまして、混餌投与７日後の対象家畜の組織及び最終投与７日後の消化管内容物中に

本菌株は認められませんでした。また、ラットを用いた亜急性毒性試験及び各種動物を用

いた飼養試験において影響は見られませんでした。 

 なお、亜急性毒性試験においては、最高用量が無毒性量（NOAEL）と判断され、その用量
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は飼料添加物としての推奨添加量の上限の63倍であることから、バチルス サブチルス

JA-ZK株が飼料添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念がないと考えられ、一日

摂取許容量（ADI）を特定する必要はないと判断いたしました。 

 また、薬剤感受性試験において、主要な抗菌性物質に対して、耐性遺伝子の伝達に関す

る報告は確認されませんでした。 

 以上のことから、バチルス サブチルスJA-ZK株が飼料添加物として適切に使用される限

りにおいて、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できると考えました。 

 次に最後のページになりますけれども、本件について意見・情報の募集を行いましたと

ころ、意見等はございませんでした。 

 本件につきましては、差し支えなければ、専門調査会の結論をもって関係機関に通知し

たいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 ただ今の説明の内容あるいは記載事項について、御意見、御質問等ございましたら、お

願いいたします。いかがですか。特にございませんか。 

 それでは、本件については、肥料・飼料等専門調査会におけるものと同じ結論、すなわ

ち飼料添加物として適切に使用される限りにおいて、食品を通じてヒトの健康に影響を与

える可能性は無視できると考えられるということでよろしゅうございましょうか。 

 

（「はい」と声あり） 

 

○佐藤委員長 ありがとうございます。 

 

（２）その他 

○佐藤委員長 他に議事はありませんか。 

 

○松原総務課長 ございません。 

 

○佐藤委員長 これで本日の委員会の議事は全て終了いたしました。 

 次回の委員会会合については、来週７月５日火曜日14時から開催を予定しております。 

 また、来週４日月曜日14時から「農薬専門調査会評価第二部会」が非公開で開催される

予定となっております。 

 以上をもちまして、第612回「食品安全委員会」会合を閉会いたします。 

 どうもありがとうございました。 
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